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認定看護師 News レター第６４報 
救急看護認定看護師の谷口拓司です。2023 年も COVID-19 の第 8 波の影響とインフルエンザのダブル流行から

幕を明けました。2022 年に改正救命救急士法が改正され、今後、救急救命士が院内で勤務する状況があるかもし

れません。昨年、高知県にある近森病院に救急救命士の活動状況について病院見学に行ってきました。救急救命士

法の改訂内容と救急救命士が院内でどのようなことが出来るのかご紹介致します。 

救急救命士が業務とした院外活動内容から病院内の業務も業務拡大されました。医療機関における業務の場所は救急

外来・救急初療室・病院救急車を原則となります(入院患者対象外)。医療機関における業務の対象と内容は重度傷病

者あるいはその可能性がある傷病者で医師の指示・指導もとに救急救命処置が実施出来るようになりました。院内の

救急救命士は以下の内容を救急外来で実施することが出来ます。 

しかし下記の内容以外の医療処置や薬剤(心停止時のエピネフリン投与/低血糖時のブドウ糖投与/乳酸リンゲル液を

用いたルート確保は可能ですが、酢酸リンゲル液は禁(ソルアセトF)の取り扱いは実施することが出来ませんので、

院内プロトコールを設け救急救命士法の範囲内での院内活動となります。 

 

高知県 近森病院：救命救急センター（三次救急医療施設） 

 

 

救急救命士法の活動の場は救急外来や救急初療室であり患者が入院するまでと限定されています。 

しかし、入院患者の病院救急車の転院搬送付き添いや病棟患者のせん妄見守り等は院内のプロトコール

に準じて対応可能となります。メディカルスタッフの新たな職種として今後、病院内で勤務される日が

そう遠くない未来にやってくるのではないでしょうか。その際は、快く受け入れチーム救急医療の輪に

加わってくれることを願っております。 

 

作成：谷口 拓司  承認：横山 藤美 

救命救急士法改正：救急救命処置ができる場所の拡大 

前：病院もしくは診療所に搬送されるまでの間 

後：医療機関に入院するまで、または救急外来に滞在して 

いる間（入院患者の急変対応不可） 

前：病院外の院外活動のみ 

後：病院内のスタッフとして就勤可。院内研修(医療安全/ 

感染症対策/チーム医療)を受けることが定められた 
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救急救命士を10年前から就勤しており、院内規定従って

活動をされており、10名の救急救命士が救命センターに

所属しており、日勤/夜勤業務をされていました。 

救命センター内は他職種が多く配属されチーム救急医療

を提供されていました。また、救命救急士の管理者も存在

し、院内において幅広く活動をされていました。 


